
【令和８年度】

・　いわて起業家育成資金利用者のうち、一関市に住民登録、または法人登記をしている法人・個人。

・　市内で新たに事業を開始しようとする方（創業して５年未満の方を含む）

・　取扱金融機関から融資を受けた方。

　（本融資制度の貸付対象者については、裏面をご覧ください）

〔育成資金〕

区  分 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

補給率 1.50 1.35 1.20 1.10 0.95 0.80 0.80 0.60 0.45
（単位：％）

〔創業資金〕

　　岩手県信用保証協会の創業関連保証を付し、年0.7％

　　スタートアップ創出促進保証制度を付す場合は年0.9％

※実際の負担額については、融資を申し込む金融機関の担当者にお尋ねください。

■取扱金融機関 岩手銀行 ／ 東北銀行 ／ 北日本銀行 ／ 一関信用金庫

■お問い合わせ 上記金融機関、一関商工会議所、一関市商工振興課

補給対象者

補給内容 　【保証料】　全額補助　　（岩手県信用保証協会が定める区分ごとの、保証料率の範囲内）

    新規創業の方は、年 0.95％　創業後５年未満の方は、経営状況に応じ年 0.45～1.50％（９区分）

一関市の起業・創業者限定！




